
参考資料3 
動物虐待事犯の検挙事件数の推移（警察庁） 

平成30年４月「平成29年における生活経済事犯の検挙状況等について」（警察庁生活安全局生活経済対策管理官）より抜粋 

【検挙事例】 
○税理士による動物愛護管理法違反事件 
 税理士（52）は平成28年３月から29年４月までの間、熱湯をかけ、ガストーチの炎であぶるなどして
猫13匹を殺傷した。 
 29年９月までに、同人を動物愛護管理法違反（愛護動物の殺傷）で検挙した（警視庁） 


